
月額基準額は5,577円（平成24～26年度）
　
介
護
保
険
制
度
は
平
成
12
年
に
始
ま
り
、
３
年
に

１
回
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
本
年
４
月
か
ら
は
、
介
護
保
険
料
の
変
更
や
事
業
所

の
追
加
整
備
を
盛
り
込
ん
だ
5
期
目
の
計
画
が
始
ま
り

ま
し
た
。
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

介護保険料が変更になりました介護保険料が変更になりました

総給付費 
特定入所者介護サービス等給付費
高額介護サービス費
高額医療合算介護サービス費
審査支払手数料       
地域支援事業費
　計（給付費全体）

4,494,207,223
219,345,710
112,281,529
18,832,954
5,872,520
65,000,000

4,915,539,936

4,584,263,846
225,926,081
117,270,926
19,477,729
6,048,745
65,000,000

5,017,987,327

4,653,500,078
232,703,863
122,509,793
20,154,743
6,230,195
65,000,000

5,100,098,672

13,731,971,147
677,975,654
352,062,248
58,465,426
18,151,460
195,000,000

15,033,625,935

１号被保険者負担分

保険料月額基準額(第４段階）

給付費全体の約21％を65歳以上の保険料で負担して頂くことになります。
24億2000万円　

5,577円 平成21～ 23年度までの額は4,795円

【表２：３年間の給付費と月額基準額】 《単位：円》

国
25.0％
国

25.0％２号被保険者
40～64歳
29.0％

都道府県
12.5％

市町村
12.5％

１号被保険者
　65歳以上
　　21.0％

　　　
介
護
保
険
は
、
皆
様
か
ら
い
た
だ
く
「
保
険
料
」
を

財
源
と
し
て
い
ま
す
。
被
保
険
者
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

の
増
減
で
予
算
や
給
付
費
、
更
に
は
納
め
て
い
た
だ
く

保
険
料
に
も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
介
護
保
険
料
は
、

３
年
間
の
給
付
費
等
を
見
込
み
、
そ
の
３
年
間
で
第
１

号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）
が
負
担
す
る
保
険
料
を
定

め
ら
れ
た
負
担
割
合（
表
１
）に
よ
り
算
出
し
て
い
ま
す
。

【表１：介護保険財源構成】

保
険
料
は
こ
う
し
て

         　
　
決
ま
り
ま
し
た

　
市
で
は
基
金
か
ら
２
億
円
を

　
　
　
保
険
料
に
振
り
向
け
軽
減
し
ま
す

高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画

平成24～ 26年度までの月額保険料
区　　分

所得段階区分の要件
基準額に
対 す る
割　　合

月額保険料

市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給世帯第１段階 ０.５０ ２,７８９円

市民税世帯非課税で本人の「合計所得金額」と「年金収入額」の
合計が80万以下の者

第２段階 ０.５０ ２,７８９円

市民税世帯非課税で本人の「合計所得金額」と「年金収入額」の
合計が80万を超える者

第３段階 ０.７５ ４,１８３円

市民税世帯課税で本人が非課税（保険料月額基準額）第４段階 １.００ ５,５７７円

市民税本人課税で「合計所得金額」が190万以上の者第６段階 １.５０ ８,３６６円

市民税本人課税で「合計所得金額」が190万未満の者第５段階 １.２５ ６,９７２円

【所得による負担段階】

介
護
報
酬
改
定
に
伴
い
一
部
の
サ
ー

ビ
ス
利
用
料
が
変
更
と
な
り
ま
す　

　
詳
し
く
は
、
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
等
の
改
正
に
つ
い
て
の
説
明

会
に
つ
い
て

　
各
団
体
や
自
治
会
な
ど
か
ら
要
望
が
あ

れ
ば
、
説
明
に
伺
い
ま
す
。

2４年度 2５年度 2６年度 計

　
介
護
給
付
費
等
に
は
、
第
４
期
（
平
成
21
〜
23
年
度
）

の
実
績
を
基
に
北
秋
田
市
の
高
齢
者
人
口
の
推
移
を
予

測
し
、
認
定
者
数
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
・
利
用
料
の

推
計
を
し
た
も
の
（
自
然
増
分
）
と
、
施
設
の
整
備
に

よ
っ
て
利
用
増
が
見
込
ま
れ
る
も
の
（
施
設
増
分
）
が

含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成
24
年
度
か
ら
は
制
度
の
改

正
に
よ
り
第
１
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合
が
20
％
か
ら

21
％
に
な
り
、
さ
ら
に
介
護
報
酬
が
1
・
2
％
上
昇
す

る
た
め
、
３
年
間
の
介
護
給
付
費
と
し
て
約
１
５
０
億

円
（
表
２
）
が
必
要
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
介
護
給
付
費
が
増
加
す
る
た
め
、
第
５
期
（
平
成
24

〜
26
年
度
）
で
は
、
そ
の
分
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険

料
が
高
く
な
り
ま
す
が
、
で
き
る
だ
け
低
く
抑
え
る
た

め
、
軽
減
策
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　
市
で
は
こ
れ
ま
で
の
事
業
の
余
剰
金
を
介
護
保
険
財

政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
し
て
お
り
、
平
成
24
年
３
月

末
で
の
積
立
額
は
約
３
億
６
千
万
円
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。
第
4
期
で
は
、
１
億
５
千
万
円
を
繰
り
入
れ
し
て

軽
減
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
第
５
期
計
画
で
は
、
２

億
円
を
繰
り
入
れ
し
て
負
担
軽
減
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、

各
市
町
村
が
保
険
料
不
足
に
陥
っ
た
場
合
、
無
利
子
で

借
り
ら
れ
る
財
政
安
定
化
基
金
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
拠
出
し
て
積
立
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
に
限
り

積
立
額
の
約
６
割
を
取
り
崩
し
、
市
町
村
に
交
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
市
に
は
、
約
４
千
３
百
万

円
交
付
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
交
付
金
も
保
険
料
の
軽
減

に
振
り
向
け
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
軽
減
対
策
を
講
じ
て
も
３
年
間
で
約
24
億

２
千
万
円
の
保
険
料
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
第
5
期
の

保
険
料
月
額
基
準
額
は
、
５
５
７
７
円
と
な
り
、
第
４

期
の
保
険
料
月
額
基
準
額
（
４
７
９
５
円
）
か
ら
７
８

２
円
上
昇
し
ま
す
。

　　
当
市
の
高
齢
化
率
は
、
県
平
均
の
29
・
６
％
を
大
き

く
上
ま
わ
る
35
・
９
％
で
、
今
後
も
高
い
水
準
で
推
移

す
る
と
推
察
し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
が
進
む
中
、
全
て

の
高
齢
者
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

た
め
、
で
き
る
だ
け
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、

医
療
と
の
連
携
を
図
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
、

住
ま
い
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
切
れ
目
な
く
提
供
で

き
る
よ
う
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
に

努
め
る
こ
と
を
重
点
取
り
組
み
と
し
ま
し
た
。

　
第
４
期
計
画
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
40
床

増
や
し
、ま
た
、認
知
症
対
策
と
し
て
、グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
１
ユ
ニ
ッ
ト
（
定
員
９
人
）、
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
（
定
員
12
人
）
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

　
第
５
期
計
画
で
は
、
増
え
続
け
る
認
知
症
に
対
処
す

る
た
め
、グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
さ
ら
に
１
ユ
ニ
ッ
ト（
定

員
９
人
）
を
整
備
し
ま
す
。
ま
た
、
介
護
老
人
保
健
施

設
ケ
ア
タ
ウ
ン
た
か
の
す
の
通
所
介
護
事
業
の
一
部
を

通
所
リ
ハ
ビ
リ
事
業
（
定
員
15
人
）
に
転
換
し
、
要
介

護
状
態
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

重
点
取
り
組
み

     

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
整
備
方
針

◎
お
問
い
合
わ
せ

　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
班

　
　
　
☎
62 - 

１
１
１
２　

北
秋
田
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
５
期

介
護
保
険
事
業
計
画
が
ス
タ
ー
ト

北
秋
田
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
５
期

介
護
保
険
事
業
計
画
が
ス
タ
ー
ト

介
護
保
険
証
の
「
有
効
期
限
」
は
廃
止

さ
れ
ま
し
た

　
お
手
持
ち
保
険
証
に
有
効
期
限
（
平
成
20

年
3
月
31
日
）
の
記
載
が
あ
る
場
合
で
も
そ

の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。
取
り
替
え

を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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